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国立大学法人鹿児島大学総合評価落札方式（標準型）技術提案要領

１．総則

入札参加者は、総合評価落札方式（標準型）にて契約を行う工事において、大学が示

す標準的な仕様に対して、ライフサイクルコストの縮減、性能の向上、安全対策、環境

への影響、工期の短縮等の観点から工事の品質を更に高めるための技術提案を行うこと

ができる。本要領は、本事業の入札参加者が技術提案を行うに当たり、必要な事項を定

めるものである。

２．技術提案の対象範囲

入札参加者は、求められた評価項目について、実施設計図書等に標準案として大学よ

り示されたすべてのものを対象とする。ただし、次に上げるものを除く。

（１）工事目的物の変更を伴うもの

（２）機能、性能、品質が低下するもの

（３）建設工期(変更設計･計画通知の変更等に要する期間を含む)の延長を伴うもの

（４）構造耐力上主要な部分に大幅な変更を伴うもの

（５）デザイン、平面計画、立面計画に大幅な変更を伴うもの

（６）近接する他工事との調整や他機関との協議を要するもの

（７）周辺地域に対して工事中の騒音、振動等が増加するもの

（８）設備計画に大幅な変更を伴うもの

（９）環境負荷が増大するもの及びリサイクル率が低下するもの

（10）施工に対する安全性への配慮にかけるもの
（11）関係法令に違反するもの
（11）防災性、安全性の低下をもたらすもの
（12）維持管理段階における困難さやコストの増大をもたらすもの
（13）その他これらに類するもの

※ 大幅な変更を伴うものとは、設計意図を大きく、あるいは多数の項目にお

いて変えようとするもの等を想定している。

なお、上記に該当する場合でも、ライフサイクルコストを縮減し、施設の

価値を高めるなど、大きな効果が得られると認められるものについては、こ

の限りではない。

３．技術提案の提案内容に関する留意事項

（１）次に上げる提案については、採用されないか又は採用されても他の提案より優

位な評価をされない場合があるため、留意の上提案を行うこと。

Ⅰ 抽象的で漠然としている提案。

Ⅱ 過度なコスト負担を要する提案。

①過度なコスト負担を要する提案事例は次を参考するものとする。

ア「品質管理への配慮事項や技術的所見」に対する提案。

１）材料・機器等のグレードアップに関する提案。

・設計図書等の範囲を超えた省力化、効率化等を目的とした提案。

・設計図書の範囲を超えたグレードアップに関する提案。
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２）試験・検査・確認等の拡充、追加に関する提案。

・施工管理基準等の規定の範囲を超えた、必要以上の管理等の提案

・追加ボーリング等、設計図書等に明示がなく、通常設計変更で対応して

いる事項の提案

イ「環境対策等への配慮事項や技術的所見」に対する場合

１）機種・機械等のグレードアップに関する提案

・機種、機械等のグレードアップにより、周辺環境対策等に対して必要以

上の対策効果となる提案

２）「環境への配慮」として、仮設工における過度な対策に関する提案

・高価な仮設工等の採用により、周辺環境対策等に対して必要以上の対策

効果となる提案

（２）最大提案項目数は「ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画」の評価項目毎及び

「工事全般の施工計画」にてそれぞれ５項目までとし、記載の順に提案１から提

案５までの通し番号を付記し、項目の枝番による提案を行わないこと。加点評価

対象は提案１から提案５の提案項目までとし、評価方法については各提案の評価

点を合計し、決定値とする加算方式にて評価する。なお５提案を超えた提案項目

は加点評価対象としない。ただし、超過した提案項目(採用されなかったものを除

く。)についても履行義務は負うものとする。

（３）１つの提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。複

数の着目対象に対する提案項目を記載した場合には、当該提案項目を加点評価対

象としない。ただし、当該提案項目（採用されなかったものを除く。）について

も履行義務は負うものとする。

（４）「ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画」においてはＶＥ提案を行ったが採用

されなかった場合に「標準案で施工する」か「標準案で施工しない」かの別を様

式に記入すること。なお、この場合に「標準案で施工しない」とした者は、入札

に参加できない。

（５）「工事全般の施工計画」にて提案した内容については、本学が不適切と判断し

た場合は、評価基準に基づき、欠格（競争参加資格を与えない）となるので十分

留意すること。

（６）本評価項目については、Ａ４判２ページ以内（説明図除く）で簡潔に記述し、

必要に応じて説明図を添付すること。説明図はＡ４判又はＡ３判１ページ以内と

し、ページ番号を付すとともに、工事名、評価項目名及び会社名を表題のみに明

記すること。本文（説明図を含む）については社名等の提案者を特定できるもの

及び氏名等の個人が判断できるものを記載しないこと。

（７）「ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」の提出

については、Word及び pdfの両形式で提出すること。
（８）それぞれの提案様式記載の注意書き及び入札説明書等を熟読の上、提案を行う

こと。
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４．評定結果の通知

競争参加資格の確認の通知時に、各競争参加者に対し「ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく

施工計画」及び「工事全般の施工計画」の提案内容について、提案項目ごとに評価結果

を通知する。

５．落札した場合の取扱

（１）契約書における明記

総合評価落札方式で落札者を決定した場合は、採用された「ＶＥ提案とＶＥ提案

に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」について発注者と落札者の責任の

分担とその内容を明らかにする。

（２）評価内容の担保

落札者の責めにより、採用された「ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画」及び

「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合で、再

度施工が困難あるいは合理的でない場合は、「建設工事の請負契約にかかる指名停

止等の措置要領について」（平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部

長通知）に基づく指名停止措置を行うものとする。


